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議案第35号 説明資料 

幕別町立幼稚園設置条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

 

○幕別町立幼稚園設置条例 
（昭和52年12月21日 条例第41号） 

 

第１条～第８条   略 

別表第１（第４条関係）保育料金表 

略 

備考 

  １～３   略 

  ４ 園児の属する世帯が次に掲げる世帯であって、所得割課税額が77,100円以

下の場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料とす

る。 

   ⑴及び⑵   略 

   ⑶ 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和25法律第

144号）に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯 

階層区分 保育料の額（月額） 

第２階層 ０円 

第３階層 3,500円 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１欄 第２欄 

 

○幕別町立幼稚園設置条例 
（昭和52年12月21日 条例第41号） 

 

第１条～第８条   略 

別表第１（第４条関係）保育料金表 

略 

備考 

  １～３   略 

  ４ 園児の属する世帯が次に掲げる世帯であって、所得割課税額が77,100円以

下の場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料とす

る。 

   ⑴及び⑵   略 

   ⑶ 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和25法律第

144号）に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯 

階層区分 保育料の額（月額） 

第２階層 ０円 

第３階層 2,000円 

  ５ 第２階層の世帯であって、幼稚園若しくは認定こども園に入所し、又は小

学校に就学している満３歳から小学校３年生までの範囲内の児童（以下「施

設利用児童」という。）が同一世帯で２人以上いる場合におけるこの表の適

用については、次表の第１欄に掲げる園児に応じて、第２欄により計算して

得た額を当該園児の保育料の額とする。ただし、園児の属する世帯が４に掲

げる世帯の場合の第２階層及び第３階層における次表の第２欄の規定につい

ては、「保育料金表」を「４に掲げる保育料の額」に読み替えて適用するも

のとする。 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

ア 施設利用児童のうち、最年

長の施設利用児童となる園児 

保育料金表に定める額 

オ 施設利用児童のうち、最年

長の施設利用児童から順に２

人目となる園児 

０円 

 

  ５ 第２階層から第５階層までの世帯であって、幼稚園若しくは認定こども園

に入所し、又は小学校に就学している満３歳から小学校３年生までの範囲内

の児童（以下「施設利用児童」という。）が同一世帯で２人以上いる場合に

おけるこの表の適用については、次表の第１欄に掲げる園児に応じて、第２

欄により計算して得た額を当該園児の保育料の額とする。ただし、園児の属

する世帯が４に掲げる世帯の場合の第２階層及び第３階層における次表の第

２欄の規定については、「保育料金表」を「４に掲げる保育料の額」に読み

替えて適用するものとする。 

略 

  ６   略 

別表第２   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１欄 第２欄 

ア 施設利用児童のうち、最年

長の施設利用児童となる園児 
保育料金表に定める額 

オ 施設利用児童のうち、最年

長の施設利用児童から順に２

人目となる園児 

０円 

  ６ 第３階層から第５階層までの世帯であって、施設利用児童が同一世帯で２

人以上いる場合におけるこの表の適用については、次表の第１欄に掲げる園

児に応じて、第２欄により計算して得た額を当該園児の保育料の額とする。

ただし、園児の属する世帯が４に掲げる世帯の場合の第２階層及び第３階層

における次表の第２欄の規定については、「保育料金表」を「４に掲げる保

育料の額」に読み替えて適用するものとする。 

略 

 

 

  ７   略 

別表第２   略 
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議案第36号 説明資料 

幕別町保育料条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

 

○幕別町保育料条例 
（平成27年３月20日 条例第11号） 

 

第１条～第10条   略 

別表第１（第３条関係）保育料金表 

階  層  区  分 
保育料の額（月額） 

教育標準時間 

第１階層 
生活保護法（昭和25年法律第144号）によ

る被保護世帯（単給世帯を含む。） 
０円 

第２階層 
第１階層を除く市町村民税非課税世帯（市

町村民税均等割のみ課税世帯を含む。） 
2000円 

第３階層 
第１階層及び第２

階層を除く市町村

民税課税世帯であ

って、所得割課税

額の区分が次の区

分に該当する世帯 

77,100円以下 

所得割課税額 

77,100円以下 
13,600円 

第４階層 

所得割課税額 

77,101円以上 

211,200円以下 

17,400円 

第５階層 
所得割課税額 

211,201円以上 
21,800円 

備考 

１～３   略 

４ 支給認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、所得割課税額が

77,100円以下の場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる

保育料とする。 

⑴及び⑵   略 

⑶ 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護

者等特に困窮していると町長が認めた世帯 

 

○幕別町保育料条例 
（平成27年３月20日 条例第11号） 

 

第１条～第10条   略 

別表第１（第３条関係）保育料金表 

階  層  区  分 
保育料の額（月額） 

教育標準時間 

第１階層 
生活保護法（昭和25年法律第144号）によ

る被保護世帯（単給世帯を含む。） 
０円 

第２階層 
第１階層を除く市町村民税非課税世帯（市

町村民税均等割のみ課税世帯を含む。） 
2000円 

第３階層 
第１階層及び第２

階層を除く市町村

民税課税世帯であ

って、所得割課税

額の区分が次の区

分に該当する世帯 

77,100円以下 

所得割課税額 

77,100円以下 
11,900円 

第４階層 

所得割課税額 

77,101円以上 

211,200円以下 

17,400円 

第５階層 
所得割課税額 

211,201円以上 
21,800円 

備考 

１～３   略 

４ 支給認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、所得割課税額が

77,100円以下の場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる

保育料とする。 

⑴及び⑵   略 

⑶ 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護

者等特に困窮していると町長が認めた世帯 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

階層区分 
保育料の額（月額） 

教育標準時間 

第２階層 ０円 

第３階層 6,300円 

５   略 

６ 所得割課税額が77,100円以下の世帯であって、支給認定子どもの保護者と

生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成26年政

令第213号）に定める特定被監護者等をいう。）が２人以上いる場合における

この表の適用については、５に関わらず、次表の第１欄に掲げる支給認定子

どもの区分に応じて、第２欄により計算して得た額をその支給認定子どもの

保育料の額とする。ただし、所得割額が77,100円以下の世帯であって、４に

掲げる世帯に属する特定被監護者等が２人以上いる場合は、最年長の特定被

監護者等から順に２人目以降となる支給認定子どもの保育料の額は０円とす

る。 

第１欄 第２欄 

ア 最年長の特定被監護者等から順に

２人目となる支給認定子ども（４に

掲げる世帯に属する支給認定子ども

を除く。） 

保育料金表に定める額×0.5 

イ 最年長の特定被監護者等から順に

３人目以降となる支給認定子ども

（４に掲げる世帯に属する支給認定

子どもを除く。） 

０円 

（注） 算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

別表第２（第３条関係）保育料金表 

略 

備考 

１～４   略 

５ 支給認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、所得割課税額が

77,100円以下の場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる

保育料とする。 

⑴及び⑵   略 

階層区分 
保育料の額（月額） 

教育標準時間 

第２階層 ０円 

第３階層 2,000円 

５   略 

６ 所得割課税額が77,100円以下の世帯であって、支給認定子どもの保護者と

生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成26年政

令第213号）に定める特定被監護者等をいう。）が２人以上いる場合における

この表の適用については、５にかかわらず、次表の第１欄に掲げる支給認定

子どもの区分に応じて、第２欄により計算して得た額をその支給認定子ども

の保育料の額とする。ただし、所得割額が77,100円以下の世帯であって、４

に掲げる世帯又は第２階層の世帯に属する特定被監護者等が２人以上いる場

合は、最年長の特定被監護者等から順に２人目以降となる支給認定子どもの

保育料の額は０円とする。 

第１欄 第２欄 

ア 最年長の特定被監護者等から順に

２人目となる支給認定子ども（４に

掲げる世帯又は第２階層の世帯に属

する支給認定子どもを除く。） 

保育料金表に定める額×0.5 

イ 最年長の特定被監護者等から順に

３人目以降となる支給認定子ども 
０円 

（注） 算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

 

別表第２（第３条関係）保育料金表 

略 

備考 

１～４   略 

５ 支給認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、所得割課税額が

77,100円以下の場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる

保育料とする。 

⑴及び⑵   略 
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現  行  条  例 改  正  条  例 

⑶ 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護

者等特に困窮していると町長が認めた世帯 

階層区分 

保育料の額（月額） 

３歳以上児 ３歳未満児 

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 

第２階層 ０円 ０円 ０円 ０円 

第３－１階層 3,000円 2,750円 4,000円 3,750円 

第３－２階層 5,250円 5,000円 6,300円 6,050円 

第４－１階層 8,600円 8,350円 9,550円 9,300円 

第４－２階層 9,750円 9,500円 10,800円 10,550円 

６   略 

７ 所得割課税額が57,700円以下の世帯であって、支給認定子どもの保護者と

生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令に定める特定

被監護者等をいう。）が２人以上いる場合におけるこの表の適用について

は、６に関わらず、次表の第１欄に掲げる支給認定子どもの区分に応じて、

第２欄により計算して得た額をその支給認定子どもの保育料の額とする。た

だし、所得割額が77,100円以下の世帯であって、５に掲げる世帯に属する特

定被監護者等が２人以上いる場合は、最年長の特定被監護者等から順に２人

目以降となる支給認定子どもの保育料の額は０円とする。 

第１欄 第２欄 

ア 最年長の特定被監護者等から順に

２人目となる支給認定子ども（上記

５に掲げる世帯に属する支給認定子

どもを除く。） 

保育料金表に定める額×0.5 

イ 最年長の特定被監護者等から順に

３人目以降となる支給認定子ども

（上記５に掲げる世帯に属する支給

認定子どもを除く。） 

０円 

（注） 算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

 

 

⑶ 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護

者等特に困窮していると町長が認めた世帯 

階層区分 

保育料の額（月額） 

３歳以上児 ３歳未満児 

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 

第２階層 ０円 ０円 ０円 ０円 

第３－１階層 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 

第３－２階層 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 

第４－１階層 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 

第４－２階層 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 

６   略 

７ 所得割課税額が57,700円以下の世帯であって、支給認定子どもの保護者と

生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令に定める特定

被監護者等をいう。）が２人以上いる場合におけるこの表の適用について

は、６にかかわらず、次表の第１欄に掲げる支給認定子どもの区分に応じ

て、第２欄により計算して得た額をその支給認定子どもの保育料の額とす

る。ただし、所得割額が77,100円以下の世帯であって、５に掲げる世帯又は

第２階層の世帯に属する特定被監護者等が２人以上いる場合は、最年長の特

定被監護者等から順に２人目以降となる支給認定子どもの保育料の額は０円

とする。 

第１欄 第２欄 

ア 最年長の特定被監護者等から順に

２人目となる支給認定子ども（上記

５に掲げる世帯又は第２階層の世帯

に属する支給認定子どもを除く。） 

保育料金表に定める額×0.5 

イ 最年長の特定被監護者等から順に

３人目以降となる支給認定子ども 
０円 

（注） 算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

  ８ 所得割課税額が169,000円未満の世帯であって、支給認定子どもの保

護者と生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令に

定める特定被監護者等をいう。）が２人以上いる場合における最年長の
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現  行  条  例 改  正  条  例 

 

 

別表第３   略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定被監護者等から順に２人目以降となる３歳未満の支給認定子どもの

保育料は６及び７にかかわらず０円とする。 

別表第３   略 
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議案第37号 説明資料 

幕別町立へき地保育所条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

 

○幕別町立へき地保育所条例 
（昭和40年12月26日 条例第25号） 

 

第１条～第12条   略 

別表（第６条関係）保育料金表 

略 

備考 

  １～３   略 

  ４ 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、所得割課税額が77,100円

以下の場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料と

する。 

   ⑴及び⑵   略 

   ⑶ 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護

者等特に困窮していると町長が認めた世帯 

階層区分 保育料の額（月額） 

第２階層 ０円 

第３階層 4,000円 

第４階層 5,000円 

第５階層 5,500円 

５   略 

６ 所得割課税額が57,700円以下の世帯であって、支給認定子どもの保護者と

生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成26年政

令第213号）に定める特定被監護者等をいう。）が２人以上いる場合における

この表の適用については、５に関わらず、次表の第１欄に掲げる保育児童の

区分に応じて、第２欄により計算して得た額をその保育児童の保育料の額と

する。ただし、所得割額が77,100円以下の世帯であって、４に掲げる世帯に

 

○幕別町立へき地保育所条例 
（昭和40年12月26日 条例第25号） 

 

第１条～第12条   略 

別表（第６条関係）保育料金表 

略 

備考 

  １～３   略 

  ４ 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、所得割課税額が77,100円

以下の場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料と

する。 

   ⑴及び⑵   略 

   ⑶ 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護

者等特に困窮していると町長が認めた世帯 

階層区分 保育料の額（月額） 

第２階層 ０円 

第３階層 2,000円 

第４階層 2,000円 

第５階層 2,000円 

５   略 

６ 所得割課税額が57,700円以下の世帯であって、支給認定子どもの保護者と

生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成26年政

令第213号）に定める特定被監護者等をいう。）が２人以上いる場合における

この表の適用については、５にかかわらず、次表の第１欄に掲げる保育児童

の区分に応じて、第２欄により計算して得た額をその保育児童の保育料の額

とする。ただし、所得割額が77,100円以下の世帯であって、４に掲げる世帯
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現  行  条  例 改  正  条  例 

属する特定被監護者等が２人以上いる場合は、最年長の特定被監護者等から

順に２人目以降となる保育児童の保育料は０円とする。 

第１欄 第２欄 

ア 最年長の特定被監護者等から順に

２人目となる保育児童（４に掲げる

世帯に属する保育児童を除く。） 

保育料金表に定める額×0.5 

イ 最年長の特定被監護者等から順に

３人目以降となる保育児童（４に掲

げる世帯に属する保育児童を除

く。） 

０円 

（注） 算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又は第２階層の世帯に属する特定被監護者等が２人以上いる場合は、最年長

の特定被監護者等から順に２人目以降となる保育児童の保育料は０円とす

る。 

第１欄 第２欄 

ア 最年長の特定被監護者等から順に

２人目となる保育児童（４に掲げる

世帯又は第２階層の世帯に属する保

育児童を除く。） 

保育料金表に定める額×0.5 

イ 最年長の特定被監護者等から順に

３人目以降となる保育児童 
０円 

（注） 算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

７ 所得割課税額が169,000円未満の世帯であって、支給認定子どもの保護者

と生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令に定める特

定被監護者等をいう。）が２人以上いる場合における最年長の特定被監護者

等から順に２人目以降となる３歳未満の支給認定子どもの保育料は５及び６

にかかわらず０円とする。 
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議案第38号 説明資料 

幕別町忠類へき地保育所条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

 

○幕別町忠類へき地保育所条例 
（平成17年９月26日 条例第71号） 

 

第１条～第12条   略 

別表（第６条関係）保育料金表 

略 

備考 

  １～４   略 

  ５ 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯であって、所得割課税額が77,100円

以下の場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料と

する。 

   ⑴～⑶   略 

階層区分 
保育料の額（月額） 

３歳未満児 ３歳以上児 

第２階層 ０円 ０円 

第３階層 3,500円 3,000円 

第４階層 5,500円 4,500円 

第５階層 6,000円 5,000円 

第６階層 6,500円 5,500円 

第７階層 8,000円 7,000円 

６   略 

７ 所得割課税額が57,700円以下の世帯であって、支給認定子どもの保護者と

生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成26年政

令第213号）に定める特定被監護者等をいう。）が２人以上いる場合における

この表の適用については、６に関わらず、次表の第１欄に掲げる保育児童の

区分に応じて、第２欄により計算して得た額を当該保育児童の保育料の額と

 

○幕別町忠類へき地保育所条例 
（平成17年９月26日 条例第71号） 

 

第１条～第12条   略 

別表（第６条関係）保育料金表 

略 

備考 

  １～４   略 

  ５ 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯であって、所得割課税額が77,100円

以下の場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料と

する。 

   ⑴～⑶   略 

階層区分 
保育料の額（月額） 

３歳未満児 ３歳以上児 

第２階層 ０円 ０円 

第３階層 2,000円 2,000円 

第４階層 2,000円 2,000円 

第５階層 2,000円 2,000円 

第６階層 2,000円 2,000円 

第７階層 2,000円 2,000円 

６   略 

７ 所得割課税額が57,700円以下の世帯であって、支給認定子どもの保護者と

生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成26年政

令第213号）に定める特定被監護者等をいう。）が２人以上いる場合における

この表の適用については、６にかかわらず、次表の第１欄に掲げる保育児童

の区分に応じて、第２欄により計算して得た額を当該保育児童の保育料の額
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現  行  条  例 改  正  条  例 

する。ただし、所得割額が77,100円以下の世帯であって、５に掲げる世帯に

属する特定被監護者等が２人以上いる場合は、最年長の特定被監護者等から

順に２人目以降となる保育児童の保育料は０円とする。 

第１欄 第２欄 

ア 最年長の特定被監護者等から順に２

人目となる保育児童（５に掲げる世帯

に属する保育児童を除く。） 

保育料金表に定める額×0.5 

イ 最年長の特定被監護者等から順に３

人目以降となる保育児童（５に掲げる

世帯に属する保育児童を除く。） 

０円 

（注） 算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。ただし、所得割額が77,100円以下の世帯であって、５に掲げる世帯

又は第２階層の世帯に属する特定被監護者等が２人以上いる場合は、最年長

の特定被監護者等から順に２人目以降となる保育児童の保育料は０円とす

る。 

第１欄 第２欄 

ア 最年長の特定被監護者等から順に２

人目となる保育児童（５に掲げる世帯

又は第２階層の世帯に属する保育児童

を除く。） 

保育料金表に定める額×0.5 

イ 最年長の特定被監護者等から順に３

人目以降となる保育児童 
０円 

（注） 算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

８ 所得割課税額が169,000円未満の世帯であって、支給認定子どもの保護者

と生計を一にする特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令に定める特

定被監護者等をいう。）が２人以上いる場合における最年長の特定被監護者

等から順に２人目以降となる３歳未満の支給認定子どもの保育料は６及び７

にかかわらず０円とする。 
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幕別町立幼稚園設置条例の一部を改正する条例 

幕別町保育料条例の一部を改正する条例 

幕別町立へき地保育所条例の一部を改正する条例 

幕別町忠類へき地保育所条例の一部を改正する条例 
 

１ 幕別町保育料条例 別表第１の改正（子ども・子育て支援法施行令改正による） 
  教育施設利用における第３階層の国基準額が16,100円から14,100円に引き下げられたことに伴い、町の保育料を引き下げる。 

  幕別町保育料条例 第１表（教育施設利用） 

階層 所得割の額 旧月額 

 

新月額 

３ 77,100円以下 13,600円 11,900円 

    ※町の保育料は国基準額の85％を目安に設定 

 

２ 要保護世帯（ひとり親など）に対する特例措置の拡大（子ども・子育て支援法施行令改正による） 

  所得割課税額77,100円以下の要保護世帯（ひとり親など）の第１子保育料について、第２階層（非課税世帯）並みに引き下げる。 

   ※町立幼稚園設置条例、幕別町立へき地保育所条例、幕別町忠類へき地保育所条例も同様の改正 

  幕別町保育料条例 第１表（教育施設利用） 

階層 所得割の額 旧月額 

 

新月額 

３ 77,100円以下 6,300円 2,000円 

 

  幕別町保育料条例 第２表（保育施設利用）３歳以上児            幕別町保育料条例 第２表（保育施設利用）３歳未満児 

階層 所得割の額 
旧月額 

 

新月額  
階層 所得割の額 

旧月額 

 

新月額 

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 

３－１ 均等割のみ 3,000円 2,750円 

2,000円 

３－１ 均等割のみ 4,000円 3,750円 

2,000円 
３－２ 48,600円未満 5,250円 5,000円 ３－２ 48,600円未満 6,300円 6,050円 

４－１ 72,000円未満 8,600円 8,350円 ４－１ 72,000円未満 9,550円 9,300円 

４－２ 84,000円未満 9,750円 9,500円 ４－２ 84,000円未満 10,800円 10,550円 

 ※４－２階層については、所得割額77,100円以下の世帯のみ 

 

 

 

改正概要 
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３ 非課税世帯の第２子保育料の無償化（子ども・子育て支援法施行令改正による） 

  非課税世帯（第２階層）の第２子保育料について無料化する。（改正前は１/２負担） 

   ※町立幼稚園設置条例、幕別町立へき地保育所条例、幕別町忠類へき地保育所条例も同様の改正 

  第２階層（非課税世帯）第２子保育料  

改正前保育料 1,000円（2,000円の１／２） → 改正後保育料 ０円 

 

 

４ 多子世帯軽減支援事業による第２子以降の３歳未満児無償化（北海道独自施策による） 

  平成２９年度より北海道の多子世帯に対する保育料の負担軽減に関する独自施策として、多子世帯の軽減支援事業を創設。第５階層以下の３歳未満児の第２

子以降の保育料を無料化するための費用の１／２を北海道が補助する。 

   ※幕別町立へき地保育所条例、幕別町忠類へき地保育所条例も同様の改正 

 

  所得制限  所得割税額169,000円未満（第５階層以下） 

         ※世帯収入640万円未満を想定 

 

  年齢制限  ３歳未満児に係る保育料が対象 

 

  多子条件  扶養している子（年齢制限なし：特定被監護 

        者等）のうち年長者から数えて第２子以降が 

        対象 

 

そ の 他  国基準保育料を補助基準額とし、その１／２ 

        を北海道が補助 

 

 

 

 

 

 

  


